
令 和 ５ 年 ６ 月 

 

西神中学校班長の勤務時間の変更について（案） 

 

 

 

１．概要 

 令和５年度より、総括班長補佐と班長２名を西神中学校に集約して配置しているが、現状

では総括班長補佐と班長の勤務時間が異なるため日々の業務に支障が生じている。ついて

は、総括班長補佐と班長２名の連携をより円滑に行うため、西神中学校に配属する班長２名

の勤務時間を以下の通り変更する。 

 

２．対象者 

 西神中学校班長 ２名 

 

３．勤務時間 

 ８時 15分～17時（休憩時間含む） 

 

４．実施時期 

 令和５年７月１日 


